防犯灯電気料助成制度のご案内【説明資料】
地域の防犯灯維持にご協力いただきありがとうございます。申請にあたって皆様から寄せられる代表的な質問をまとめました。　

Q１. 助成金額は「年額」ですか？
A. はい、1灯あたりの「年額」として設定しています。
助成金交付要綱第5条の表にある助成単価（例：10Wなら950円）は、1年間防犯灯を維持するために必要な標準的な電気料を想定した金額です。これを申請時点の灯数に乗じて、一括でお支払いします。

Q2. なぜ「1ヶ月分」の明細だけでいいの？
A. この助成金は、実際に支払った電気料金の実費精算ではなく、「契約ワット数に応じた定額
助成」という仕組みをとっています。
電力会社との契約内容が確認できれば、1ヶ月分の明細書（電気料金請求書又は領収証）で
1年分の助成額を算定できるため、書類準備の負担を軽減しています。

Q3. なぜ「令和8年1月～3月分のうちの、いずれかの1ヶ月分」の明細なの？
A. 年度途中でLED化などにより契約が変わった場合など、年度末に近い最新の書類を提出することで、その年度の最終的な維持状況が確認できるからです。

Q4. 1ヶ月分の明細（電気料金請求書又は領収証）は何を出せばいいの？
[bookmark: _GoBack]A. 見本として請求明細書を添付していますので参考にして下さい。

Q5. Web明細にしている	けど？
A. お手数をおかけしますが、役場では印刷ができない為、印刷したものを持参してください。

Q6. 電気料金請求書又は領収証（一括振替明細書）がない場合は？
A. 直近の電気料金請求書又は領収証で代用できる場合がありますので、防災管財課へご相談ください。どうしても書類が揃わないときは、九州電力へ請求書の再発行の依頼をお願いします。
契約内容の確認書類: 現在の契約ワット数や灯数が明記された書類の発行を相談してください。
☆九州電力お問い合わせ先：コールセンター　0120-639-455　　受付時間: 平日 9:00～17:00
Q7. 「公衆街路灯」以外の契約は対象になるの？
A. 対象となりません。
この助成金は、道路や広場など「公共性の高い場所」を照らす防犯灯を対象としています。一般家庭と同じ従量電灯契約などは、地域全体の防犯灯とはみなされず、助成の対象にはなりません。

Q8. 年度途中で防犯灯を増やしたり、LEDに交換したりした場合は？
A. 原則として、申請時点（書類提出時）の状態に基づいて助成額が決定されるため、年度途中の契約変更に伴う「追給（補足※１）」や「返還（補足※２）」は行われません。

（補足※１）
年度の途中で防犯灯を5灯から10灯に増やしたとしても、その年度の助成金は申請時の「5灯分」で確定します。増えた5灯分については、次年度の申請時から対象となります。
（補足※２）
年度の途中でLEDに交換してワット数が下がったり、老朽化で数灯撤去したりしても、申請時点での実績に基づいて交付されるため、基本的にはその年度の助成金を返す必要はありません。

[bookmark: _Hlk224140558]Q9. 行政区でまとめず、隣組ごとに申請してもいいの？
A. 原則として「行政区単位」でのとりまとめをお願いしています。
町内には非常に多くの防犯灯があり、全ての隣組（数百件）から個別に申請をいただくと、確認作業や振込事務に膨大な時間がかかり、結果として助成金の交付が遅れてしまうためです。ただし、組織の体制上、どうしても行政区での取りまとめが困難な事情がある場合は防災管財課へご相談ください。

Q10. 行政区が解散していて「ない」場合はどうすればいい？
A. 行政区がない為、隣組で受付します。まずは防災管財課へご相談ください。

Q11. 助成金はいつ入金されるの？
A. 申請内容の審査が完了した後、町の定例支払日に振り込まれます。定例支払日は「毎月25日」です。なお、審査にはある程度時間を要する為、申請月の翌月の定例支払日となる場合もございます。
（※25日が土日祝日の場合は、その直前の営業日となります。）
Q12. 現金での受取りはできないの？
A.　現金でのお支払いはできません。
本助成金は、町から指定口座への「口座振込」のみとなります。

Q13. 書類のコピーは事前に必要なの？
A. 窓口の混雑緩和と待ち時間短縮のため、可能な限り自治会にて事前にコピーをご準備いただいた上で、申請をお願いいたします。
ただし、お手元に原本しかなく、事前にコピーすることがどうしても困難な場合は、防災管財課窓口にて原本をお預かりし、担当者がコピーをお取りします。


「書類の書き方がわからない」「どの明細を出せばいいか迷う」など、その他ご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

『お問い合わせ先』
福智町役場本庁舎　防災管財課　防災危機管理係
電話番号：0947-22-7771
受付時間： 平日 8:30 ～ 17:15
